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議　案　第　１　号

令和２年度北海道一般会計補正予算（第７号）

　令和２年度北海道一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 １条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ305,788,655千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ3,635,149,972千円とする。

２ 　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第 ２条　地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することのできる経費は、「第２

表繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第３条　債務負担行為の変更は、「第３表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条　地方債の変更は、「第４表地方債補正」による。

（一時借入金の補正）

第 ５条　一時借入金の借入れの最高額に500,000,000千円を追加し、一時借入金の借入れの最高額を

700,000,000千円とする。



4

款 項 補正前の額 補 正 額 計

７ 分担金及び負担金 17,972,843 84,274 18,057,117

２ 負 担 金 15,921,576 84,274 16,005,850

８ 使用料及び手数料 24,095,336 △ 1,000 24,094,336

１ 使 用 料 14,045,480 △ 1,000 14,044,480

９ 国 庫 支 出 金 567,632,277 20,451,738 588,084,015

２ 国 庫 補 助 金 460,022,887 20,448,160 480,471,047

３ 委 託 金 8,460,540 3,578 8,464,118

10 財 産 収 入 6,529,210 6,313 6,535,523

２ 財 産 売 払 収 入 3,138,473 6,313 3,144,786

11 寄 附 金 676,514 28,800 705,314

１ 寄 附 金 676,514 28,800 705,314

12 繰 入 金 23,906,491 3,641 23,910,132

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
（単位　千円）
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 基 金 繰 入 金 17,239,114 3,641 17,242,755

13 諸 収 入 430,314,824 274,475,774 704,790,598

３ 貸 付 金 収 入 412,206,649 274,430,593 686,637,242

６ 雑 入 6,331,846 45,181 6,377,027

14 道 債 665,679,400 4,114,000 669,793,400

１ 道 債 665,679,400 4,114,000 669,793,400

15 繰 越 金 0 6,625,115 6,625,115

１ 繰 越 金 0 6,625,115 6,625,115

歳 入 合 計 3,329,361,317 305,788,655 3,635,149,972
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 総 務 費 292,590,238 5,808,845 298,399,083

１ 総 務 管 理 費 86,900,476 5,472,676 92,373,152

３ 学 事 宗 務 費 32,835,741 8,052 32,843,793

８ 会 計 管 理 費 722,784 328,117 1,050,901

３ 総 合 政 策 費 78,262,225 2,903,048 81,165,273

４ 国 際 交 流 費 430,034 △ 4,455 425,579

５ 情 報 統 計 費 8,796,599 2,924,425 11,721,024

６ 地 域 創 生 費 2,070,944 △ 4,195 2,066,749

７ 地 域 振 興 費 8,712,240 20,300 8,732,540

９ 航 空 費 6,552,744 △ 33,027 6,519,717

４ 環 境 生 活 費 11,741,956 24,496 11,766,452

５ 生物多様性保全費 747,628 5,000 752,628

６ 道 民 生 活 費 477,622 3,000 480,622

歳 出
（単位　千円）
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

９ ス ポ ー ツ 振 興 費 1,130,493 △ 13,504 1,116,989

10
東京オリンピック

連 携 費
4,899 30,000 34,899

５ 保 健 福 祉 費 585,037,185 4,322,391 589,359,576

４ 地 域 保 健 費 122,123,501 4,103,600 126,227,101

６ 食 品 衛 生 費 786,841 8,800 795,641

９ 障がい者保健福祉費 72,935,747 2,219 72,937,966

10 高齢者保健福祉費 78,374,535 207,772 78,582,307

６ 経 済 費 458,719,728 283,987,607 742,707,335

３ 食 関 連 産 業 費 1,028,069 10,818 1,038,887

４ 観 光 費 4,811,407 2,976,829 7,788,236

５ 中 小 企 業 費 408,049,998 279,881,003 687,931,001

10 雇 用 労 政 費 737,369 243,770 981,139

11 人 材 育 成 費 3,340,141 875,187 4,215,328

７ 農 政 費 135,447,159 561,217 136,008,376
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

３ 農 産 振 興 費 12,344,707 327,767 12,672,474

６ 農 業 経 営 費 8,950,840 67,450 9,018,290

９ 農業農村整備事業費 56,444,442 166,000 56,610,442

８ 水 産 林 務 費 70,570,905 321,510 70,892,415

１ 水 産 林 務 管 理 費 7,350,139 8,184 7,358,323

４ 漁 港 漁 村 費 25,888,198 68,000 25,956,198

５ 漁 業 管 理 費 2,291,114 207,778 2,498,892

６ 林 業 木 材 費 3,980,251 152,000 4,132,251

９ 治 山 費 11,015,956 166,000 11,181,956

10 森 林 活 用 費 542,170 △ 280,452 261,718

９ 建 設 費 251,464,607 4,598,227 256,062,834

１ 建 設 管 理 費 44,429,076 59,894 44,488,970

２ 維 持 管 理 防 災 費 10,316,190 1,000,000 11,316,190

３ 道 路 橋 り ょ う 費 98,164,488 2,270,000 100,434,488
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

４ 河 川 費 57,013,342 820,000 57,833,342

５ 砂 防 海 岸 費 20,983,940 464,000 21,447,940

９ 建 築 指 導 費 999,035 △ 15,667 983,368

10 警 察 費 134,957,379 △ 4,835 134,952,544

１ 警 察 管 理 費 126,954,061 △ 3,441 126,950,620

２ 警 察 活 動 費 3,536,396 △ 1,394 3,535,002

11 教 育 費 395,553,193 1,721,047 397,274,240

１ 教 育 総 務 費 23,864,217 4,647 23,868,864

４ 高 等 学 校 費 96,744,676 1,359,666 98,104,342

５ 特 別 支 援 学 校 費 53,258,221 352,726 53,610,947

６ 学 校 教 育 費 3,009,007 5,008 3,014,015

７ 社 会 教 育 費 1,824,197 △ 1,000 1,823,197

12 災 害 復 旧 費 8,679,786 1,072,408 9,752,194

２
水 産 林 業 施 設

災 害 復 旧 費
1,973,686 355,756 2,329,442
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

３ 土木施設災害復旧費 6,475,777 716,652 7,192,429

13 公 債 費 718,619,481 95,000 718,714,481

１ 公 債 費 718,619,481 95,000 718,714,481

14 諸 支 出 金 184,056,348 377,694 184,434,042

２ 諸 費 152,254,781 377,694 152,632,475

歳 出 合 計 3,329,361,317 305,788,655 3,635,149,972
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第 ２ 表

繰 越 明 許 費
（単位　千円）

款 項 事 業 名 金 額

２ 総 務 費 １ 総 務 管 理 費 人 事 給 与 管 理 費 512,097

８ 会 計 管 理 費 財務会計システム処理費 328,117

３ 総 合 政 策 費 ５ 情 報 統 計 費 情 報 シ ス テ ム 推 進 費 2,539,573

９ 建 設 費 ３ 道 路 橋 り ょ う 費 道 路 公 共 事 業 費 1,600,000
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事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

令和２年度建設に係る札幌医科大
学附属病院の工事請負に関する債
務負担行為

令和３年度から
令和５年度まで

4,989,131
令和３年度から
令和６年度まで

5,283,729

令和元年度赤れんが庁舎改修事業
に係る工事請負に関する債務負担
行為

令和元年度から
令和５年度まで

7,540,222
令和元年度から
令和６年度まで

7,540,222

令和２年度新型コロナウイルス感
染症対応資金の融通に伴う利子補
給に関する債務負担行為

令和２年度から
令和５年度まで

18,396,000
令和２年度から
令和５年度まで

30,996,000

令和２年度新型コロナウイルス感
染症対応資金に係る保証融資の損
失補償に関する債務負担行為

令和２年度以降 6,700,000 令和２年度以降 10,000,000

第 3 表

債 務 負 担 行 為 補 正
（単位　千円）
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起債の目的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

札幌医科大学

整 備 費
10,692,000

財務省その

他からの借

入れ又は知

事の定める

債券の発行

による（他

の地方公共

団体との共

同発行を含

む。）。

10％

以内

据置期間を含め30年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

10,471,000

財務省その

他からの借

入れ又は知

事の定める

債券の発行

による（他

の地方公共

団体との共

同発行を含

む。）。

10％

以内

据置期間を含め30年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

自 然 環 境

対 策 費
68,000 同 上

10％

以内
同 上 73,000 同 上

10％

以内
同 上

農 道 整 備

特 別 対 策

事 業 費

449,000 同 上
10％

以内
同 上 523,000 同 上

10％

以内
同 上

臨時漁港海岸

保全施設整備

特 別 対 策

事 業 費

253,000 同 上
10％

以内
同 上 321,000 同 上

10％

以内
同 上

臨時治山施設

整備特別対策

事 業 費

1,383,000 同 上
10％

以内
同 上 1,549,000 同 上

10％

以内
同 上

臨時道路整備

特 別 対 策

事 業 費

21,416,000 同 上
10％

以内
同 上 23,486,000 同 上

10％

以内
同 上

臨時河川整備

特 別 対 策

事 業 費

6,922,000 同 上
10％

以内
同 上 7,670,000 同 上

10％

以内
同 上

臨時砂防施設

整備特別対策

事 業 費

926,000 同 上
10％

以内
同 上 1,148,000 同 上

10％

以内
同 上

臨時海岸保全

施設整備特別

対策事業費

1,025,000 同 上
10％

以内
同 上 1,247,000 同 上

10％

以内
同 上

漁 港 災 害

復 旧 費
73,000 同 上

10％

以内
同 上 135,000 同 上

10％

以内
同 上

治 山 災 害

復 旧 費
366,000 同 上

10％

以内
同 上 386,000 同 上

10％

以内
同 上

第 4 表

地 方 債 補 正
（単位　千円）
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起債の目的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

土 木 災 害

復 旧 費
1,382,000

財務省その

他からの借

入れ又は知

事の定める

債券の発行

による（他

の地方公共

団体との共

同発行を含

む。）。

10％

以内

据置期間を含め30年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

2,060,000

財務省その

他からの借

入れ又は知

事の定める

債券の発行

による（他

の地方公共

団体との共

同発行を含

む。）。

10％

以内

据置期間を含め30年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

合 計 665,679,400 669,793,400
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議 案 第 ２ 号

令和２年度北海道苫小牧東部地域開発出資特別会計補正予算（第１号）

　令和２年度北海道苫小牧東部地域開発出資特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 １条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ34,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ194,360千円とする。

２ 　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
（単位　千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 財 産 収 入 102,046 34,000 136,046

２ 財 産 売 払 収 入 102,000 34,000 136,000

歳 入 合 計 160,360 34,000 194,360
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歳 出
（単位　千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 公 債 費 160,360 34,000 194,360

１ 公 債 費 160,360 34,000 194,360

歳 出 合 計 160,360 34,000 194,360
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